
平成２４年度福島県土砂災害防災訓練実施要領 

福島県災害対策課 

福島県砂防課  

１ 目的 

平成２３年は、３月の東北地方太平洋沖地震、７月の新潟福島豪雨、９月の台風

１５号と、県内各地で発生した土砂災害により多くの人的・物的被害が生じている。   

また近年の土砂災害の実態を踏まえると、的確な避難勧告や災害時要援護者の避

難支援及び避難場所・避難経路の確認等が必要であり、災害時の状況を想定した訓

練が重要となっている。 

このため、災害対策基本法第４８条、土砂災害防止対策基本指針四の１（国土交

通省）、土砂災害対策推進要綱第２章第４節４（中央防災会議）に基づき、国、都

道府県、市町村、防災関係機関及び地域住民が一体となって、土砂災害に対する警

戒避難体制の強化と防災意識の高揚を図ることを目的として実施する。 

２ 訓練日時 

１）住民避難訓練（情報伝達訓練を含む） 

平成２４年６月３日（日）9:00～12:00【全国統一日】 

※上記日時に実施困難な市町村は別途調整しますので報告願います。 

２）情報伝達訓練 

平成２４年６月１日（金） 

9:00～11:30 県北、県中、県南管内の市町村 

13:00～15:30 会津若松、喜多方、南会津、相双、いわき管内の市町村 

３ 主催 

国土交通省、福島県、市町村 

４ 参加機関 

地区住民(災害時要援護者を含む)、自主防災組織、消防団、市町村、警察署、 

消防署、県（災害対策課、土木企画課、河川整備課、砂防課、各地方振興局、 

各建設事務所、各土木事務所）、国（国土交通省未水管理・国土保全局砂防部、

東北地方整備 

局、福島河川国道事務所、福島地方気象台）、 

その他必要と認める機関 



５ 実施方法 

１）住民避難訓練 

（１）訓練対象市町村 

別添土砂災害防災訓練実施年次計画表掲載市町村のほか、希望する市町村。 

（２）土砂災害の形態想定 

梅雨前線豪雨に伴う土砂災害を想定するが、土砂災害の形態（土石流、がけ 

崩れ、地すべり）や災害規模については各市町村単位で決定する。 

（３）訓練シナリオ等の作成 

○気象シナリオ 

・砂防課と福島地方気象台が調整し、一連の気象シナリオを作成する。 

○訓練シナリオ 

・気象シナリオを基に、訓練を実施する市町村と建設事務所が調整し、実施 

可能で実効性の高いシナリオを作成する。 

・関係機関等との調整の結果、気象シナリオにより難い場合には、別途調整 

しますので砂防課と調整のこと。 

・訓練シナリオは以下の点を踏まえ作成する。 

   ①訓練実施箇所の設定 

・土砂災害発生箇所は、土砂災害防止法に基づく区域指定箇所、災害時 

要援護者関連施設を有する土砂災害危険箇所、近年災害履歴のある箇 

所等に設定する。 

     ②各機関の実施内容 

    ・地域住民主体とした避難訓練、消防団や自主防災組織などによる避難 

支援を行う。 

・市町村は、土砂災害警戒情報や土砂災害前兆現象の確認により避難勧 

告等を発令するとともに、広報車等で避難勧告発令の周知及び避難所 

開設を行う。 

・消防団等による孤立集落からの住民救出訓練を行う。 

・福島河川国道事務所Ｋｕ－ｓａｔによる現地画像配信訓練を行う。 

なお実施箇所については、福島河川国道事務所との調整後に砂防課か 

ら建設事務所へ連絡する。 



・住民防災意識の高揚を図るための土砂災害に関する講習会を行う。 

   ○実施計画 

    ・建設事務所は、訓練を実施する箇所(地区)、参加機関及び人数、訓練実施 

内容などについて、実施市町村等と調整し作成する。 

２）情報伝達訓練 

（１）訓練対象市町村 

住民避難訓練に参加する市長村及び東北地方太平洋沖地震等の影響により 

行政機能を移転している町村を除く、土砂災害危険箇所を有する市町村。 

（鏡石町、湯川村を除く５７市町村） 

（２）土砂災害の形態想定 

梅雨前線豪雨に伴う土砂災害を想定するが、土砂災害の形態（土石流、がけ

崩れ、地すべり）や災害規模については各市町村単位で決定する。 

土砂災害発生想定箇所は、土砂災害防止法に基づく区域指定箇所、災害時要

援護者関連施設を有する土砂災害危険箇所、災害履歴のある箇所等とする。 

（３）訓練シナリオ等の作成 

○気象シナリオ 

・砂防課と福島地方気象台が調整し、一連の気象シナリオを作成する。 

   ○訓練シナリオ 

    ・砂防課が作成した訓練シナリオにより実施するが、これにより難い場合は 

参加機関内で調整した修正版を、建設事務所から砂防課へ提出する。 

・土砂災害警戒情報発表についての情報伝達を行う。 

 （砂防課→建設事務所→市町村） 

・土砂災害警戒情報や前兆現象により避難勧告を発令する。（市町村） 

・避難勧告や避難状況、災害状況について情報を伝達する。 

（市町村→地方振興局→災害対策課 

→建設事務所→砂防課） 

   ○実施計画 

    ・参加機関及び参加人数を把握した上で作成する。 

 

 



６ 訓練結果報告 

 １）訓練当日の報告 

   ・建設事務所は、屋内及び屋外での訓練状況写真（代表５枚程度）を砂防課へ 

メールにて提出する。 

・住民避難訓練において、実施箇所が建設事務所から遠方のため報告が遅れる 

場合は、携帯電話のカメラ機能を使用したメール送信も可とするが、後日 

改めて報告様式により提出する。送信先：sabou@pref.fukushima.jp 

 ２）訓練後日の報告 

・建設事務所は、訓練で生じた問題点・反省点等について管内関係機関をとり 

まとめの上、砂防課へ提出する。 

 

７ 事前提出資料 

建設事務所は、気象シナリオを基に市町村等と調整を行い、訓練シナリオ及び 

実施計画書を作成し、砂防課へ提出する。 

 １）案の提出（提出期限：平成２４年３月２日（金）） 

・訓練シナリオ（住民避難訓練） 

・実施計画書 

 ２）確定版の提出（提出期限：平成２４年５月７日（月）） 

   ・訓練シナリオ（住民避難訓練） 

   ・実施計画書 

 

８ その他 

１）国の「土砂災害・全国統一防災訓練」実施要領（案）も参考とすること。 

２）平成 21 年 3 月 31 日に閣議決定された社会資本重点整備計画（平成 20 年～24 

年）には、平成 24 年までに全ての市町村でハザードマップ(防災、土砂災害ハザ 

ードマップ等）を用いた防災訓練の実施が位置づけられております。 

３）「土砂災害警戒避難ガイドライン（国土交通省砂防部 平成１９年４月）」「土 

砂災害警戒避難事例集（ 〃 平成２１年９月）」を参考に、実施計画及び訓練 

シナリオについて以下の事項を確認すること。 

 



○情報の収集・伝達 

・土砂災害危険箇所、避難所等を周知するため、土砂災害ハザードマップを住 

民及び災害時要援護者関連施設に提供する。 

・雨量情報、土砂災害警戒情報等を、市町村を通じて、住民及び災害時要援護 

者関連施設に提供する。 

・防災行政無線に加え、携帯電話メール等による配信により伝達手段を多重化 

する。 

・土砂災害相互通報システム等により、前兆現象や近隣の災害発生情報等を住 

民から収集する。 

○避難勧告等の発令 

・大雨警報の発表等により、防災体制を整備する。（情報の収集、パトロール 

の実施、避難所の開設準備等） 

・市町村に対し、土砂災害に関する専門家等から助言を行う。 

・土砂災害警戒情報及び補足情報をもとに、避難勧告発令対象地区を絞り込み、 

避難勧告を発令する。 

・土砂災害警戒情報の解除、現地の安全確認等により、避難勧告を解除する。 

○避難所の開設・運営 

・避難所及び避難経路の安全性を確認する。 

・避難所を開設し、住民を避難させる。 

○災害時要援護者関連施設及び在宅の災害時要援護者への支援 

・災害時要援護者関連施設への情報伝達体制を確認する。 

・災害時要援護者関連施設での地域ぐるみの避難支援。 

・災害時要援護者避難支援プラン等により、支援体制を確認する。 

・消防団や自主防災組織等による在宅の災害時要援護者の避難支援を行う。 

○防災意識の向上 

・訓練実施後の講習会等により住民への防災教育を行う。 

○その他 

・土砂災害危険箇所カルテや資機材の確認を行う。 

・訓練実施後に市町村と地域防災計画への記載内容も含め、反省会を行う。 

・訓練参加住民への土砂災害に関するアンケート調査を行う。 


